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○電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則（平成十五年四

月一日会計検査院規則第四号）

沿革

平成一五年 八月 五日会計検査院規則第七号〔第一次改正〕

平成一七年 四月 一日会計検査院規則第三号〔第二次改正〕

平成一九年 三月三〇日会計検査院規則第二号〔第三次改正〕

平成二○年 二月二七日会計検査院規則第一号〔第四次改正〕

平成二一年 一月 五日会計検査院規則第一号〔第五次改正〕

平成二一年 四月二八日会計検査院規則第五号〔第六次改正〕

平成二二年 七月 七日会計検査院規則第三号〔第七次改正〕

平成二三年一〇月二七日会計検査院規則第一〇号〔第八次改正〕

会計検査院法（昭和二十二年法律第七十三号）第二十四条第一項並びに行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項及び第四項並びに第十二

条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規

則を次のように定める。

電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則

目次

第一章 総則（第一条・第二条）

第二章 電子情報処理組織の使用による計算証明の特例（第三条―第六条）

第三章 電磁的記録による計算証明の特例（第七条―第十一条）

第四章 雑則（第十二条―第十七条）

附則

第一章 総則

（趣旨）

第一条 この規則は、電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明に関する特例を

定めるものとする。

（定義）

第二条 この規則において使用する用語は、計算証明規則（昭和二十七年会計検査院規則第三号）に

おいて使用する用語の例による。

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

一 計算証明書類 会計検査院法第二十四条の規定に基づき会計検査院に提出しなければならない

書類をいう。

二 電磁的方式 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方

式をいう。

三 原情報 会計経理の過程において一定の内容を表示するため確定的なものとして電磁的方式に

より、作成し、取得し、又は利用した情報（当該情報の全部又は一部を電磁的方式により複写し

た情報を含む。）をいう。

第二章 電子情報処理組織の使用による計算証明の特例

（電子情報処理組織の使用による提出の特例）
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第三条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（以下「情報通信技術利用法」とい

う。）第三条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織（同項に規定する電子情報処理組織をいう。

以下同じ。）を使用して計算証明書類（会計検査院法第二十四条に規定する電磁的記録を除く。以

下本章において同じ。）を提出することができる。

２ 前項の場合においては、証明責任者及び計算証明書類の名称、当該電子情報処理組織に関する技

術的仕様その他必要な事項について、あらかじめ会計検査院の承認を受けるものとする。

（提出方法等）

第四条 電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、計算証明規則及び同規則に基

づく指定又は承認において、記載し、又は付記すべきこととされている事項について入力し作成し

たファイルに記録された情報を、各府省等の間で文書を電子的に送受信するため各府省等のそれぞ

れの使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）を電気通信回線で接続した電子情報

処理組織を使用して送信しなければならない。

２ 前項に規定するファイルに記録された情報は、当該記載し又は付記すべきこととされている事項

について、証明責任者の使用に係る電子計算機から歳入徴収官事務規程（昭和二十七年大蔵省令第

百四十一号）第二十一条の三第一項及び支出官事務規程（昭和二十二年大蔵省令第九十四号）第十

一条第二項第五号に規定する財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機又は国有財産法

施行細則（昭和二十三年大蔵省令第九十二号）第十条の六に規定する財務大臣の使用に係る電子計

算機に入力した情報に基づき、当該電子計算機において作成されたものであって、当該電子計算機

から当該証明責任者の使用に係る電子計算機に転送したものでなければならない。

３ 前項の規定により、当該証明責任者の使用に係る電子計算機に転送した当該ファイルに係る情報

は、これを改変してはならない。

４ 第一項の規定に基づき電子計算機から入力するときは、前条第二項に規定する承認を受けて、書

式に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（電子署名等）

第五条 電子情報処理組織を使用して計算証明書類を提出するときは、当該計算証明書類に係る情報

に電子署名を行わなければならない。

２ 前項に規定する電子署名は、電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第

二条第一項に規定する要件に該当する電子署名とする。

３ 第一項の規定により電子署名が行われた情報を会計検査院に送信するときは、当該電子署名を行

った証明責任者を確認するために必要な事項を証する情報（以下「電子証明書」という。）を併せ

て送信しなければならない。

４ 前項に規定する電子証明書は、会計検査院の使用に係る電子計算機において識別することができ

るものであって、次に掲げるものをいう。

一 政府認証基盤（複数の認証局によって構成される認証基盤であって、行政機関の長その他の国

家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせ

るために運営するものをいう。以下同じ。）における政府共用認証局が作成したもの

二 政府認証基盤におけるブリッジ認証局（政府認証基盤を構成する認証局であって、政府認証基

盤を構成する他の認証局以外の認証局と相互認証を行うことができるものをいう。）と相互認証

を行っている認証局で政府認証基盤を構成する認証局以外のものが作成したもの

（署名等に代わる措置）
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第六条 計算証明規則に基づく計算証明書類を電子情報処理組織を使用して提出する場合における情

報通信技術利用法第三条第四項に規定する会計検査院規則で定める措置とは、前条第二項に規定す

る電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって前条第四項に規定する電子証明書を当

該計算証明書類に係る情報と併せて送信することをいう。

２ 計算証明規則に基づく指定又は承認により証明責任者の印を押すこととされている計算証明書類

を電子情報処理組織を使用して提出するときは、前項に規定する措置をもって当該押印に代えるこ

とができる。

第三章 電磁的記録による計算証明の特例

（電磁的記録）

第七条 会計検査院法第二十四条第一項に規定する会計検査院規則で定める電磁的記録は、次の各号

のいずれかの記録媒体に情報を記録したものとする。

一 光ディスクカートリッジ（日本工業規格Ｘ六二七五又はＸ六二七七に適合する幅九十ミリメー

トルのものに限る。）

二 光ディスク（日本工業規格Ｘ〇六〇六及びＸ六二八一又はＸ六二四一若しくはＸ六二四五に適

合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。）

（電磁的記録による提出の特例）

第八条 電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、次の各号に掲げる事項について、あらか

じめ会計検査院の承認を受けるものとする。

一 証明責任者の名称

二 計算証明書類の名称及び編集の方法

三 当該電磁的記録に関する技術的仕様

四 証拠書類については、当該電磁的記録における原情報の記録方法

五 その他必要な事項

２ 証明責任者は、電磁的記録により証拠書類を提出するときは、当該電磁的記録に記録されている

情報が原情報であることを証明しなければならない。

（記録事項等）

第九条 電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、計算証明規則及び同規則に基づく指定又

は承認において、記載し、又は付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に記録しなけれ

ばならない。

２ 前項の規定に基づき電磁的記録に記録するときは、前条第一項に規定する承認を受けて、書式に

所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（電磁的記録提出票等）

第十条 電磁的記録により計算証明書類を提出するときは、当該電磁的記録に、次に掲げる事項を記

載した書面をはり付け、又は記載し、別記様式の電磁的記録提出票を添付しなければならない。

一 計算証明書類の名称

二 証明年度及び証明年月

三 証明責任者の職（官）及び氏名

四 提出年月日

２ 前項の場合において、同時に二枚以上の電磁的記録を提出するときは、電磁的記録に整理番号を

記載した書面をはり付け、又は記載しなければならない。
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（押印に代わる措置）

第十一条 計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認により証明責任者の印を押すこととされて

いる計算証明書類を電磁的記録により提出するときは、前条第一項に規定する電磁的記録提出票に

その印を押すことをもって当該押印に代えることができる。

第四章 雑則

（証拠書類に付記する事項等の特例）

第十二条 計算証明規則第二条第三項、第六条、第七条、第十八条の二、第二十五条、第三十条及び

第六十四条第三項の規定により必要な事項を付記すべきこととされている計算証明書類を電子情報

処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出するときは、当該計算証明書類に付記することに

代えて、当該必要な事項を記載し、入力し、又は記録した資料を当該計算証明書類に添付するもの

とする。

（提出前計算書の訂正の特例）

第十三条 電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により計算書を提出するときは、計算証明

規則第四条第一項の規定は、適用しない。

（証拠書類の形式の特例等）

第十四条 証拠書類に記載すべき事項が電磁的方式により記録されている場合における計算証明規則

第五条第一項の規定の適用については、同項中「原本」とあるのは「原情報」と、「謄本」とある

のは「原情報を出力した書面」とする。

２ 前項の場合において、原情報を出力した書面を提出するときは、当該書面にその旨を付記しなけ

ればならない。

３ 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成十六年法律

第百四十九号）第三条第一項の規定により、計算証明規則及び同規則に基づく指定又は承認に基づ

き証明責任者が保管することができるとされている証拠書類に代えて当該証拠書類に係る同法第二

条第四号に規定する電磁的記録の保存を行うときは、当該電磁的記録を原情報とみなして、同規則

及びこの規則の規定を適用する。

（証拠書類等の編集の特例）

第十五条 証拠書類（計算証明規則第三十条の九第一項に規定する証拠書類を除く。以下この条にお

いて同じ。）又はその添付書類の一部を電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により提出

するときは、同規則第九条第一項の規定に準じて、歳入及び歳出の証拠書類及びその添付書類につ

いては目別に、その他のものについては受払い等別、種類別に、事情によりなお適宜細分して区分

して編集しなければならない。

２ 前項の場合において、各区分ごとに付する仕切紙には、電子情報処理組織を使用して、又は電磁

的記録により提出する旨及びその金額を付記するとともに、表紙には、総紙数並びに電子情報処理

組織を使用して、又は電磁的記録により提出する証拠書類及びその添付書類の金額を含む総金額を

記載しなければならない。

（支出計算書（センター分）の証拠書類の編集の特例）

第十六条 計算証明規則第三十条の九第一項に規定する証拠書類の一部を電磁的記録により提出する

ときは、同条第二項の規定に準じて、当該証拠書類を、日別に編集しなければならない。

２ 前項の場合において、証拠書類の表紙には、電磁的記録により提出する旨及びその金額を付記す

るとともに、総紙数及び電磁的記録により提出する証拠書類の金額を含む総金額を記載しなければ
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ならない。

（計算証明規則の規定の読替え）

第十七条 電子情報処理組織を使用して、又は電磁的記録により計算証明書類を提出する場合におけ

る当該計算証明書類についての計算証明規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同規

則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

計算証明規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第三条第三項 計算書の表紙 計算書

第三条第三項、第五条第二 記載 入力又は記録

項、第七条、第十九条、第

二十一条第三項、第二十九

条、第三十条の三第一項、

第三十条の四第二項及び第

三項、第三十条の五、第五

十二条第一項、第五十八条

の三第一項

第四条第二項 記載事項 入力事項又は記録事項

誤記等 誤った入力等又は誤った記録等

第十一条の三第二項、第 別冊 別

十三条第二項、第十九条

の三第二項、第十九条の 第九条 電子情報処理組織を使用して処理

九第二項、第四十九条第 する場合等における計算証明の特

二項、第五十八条の二第 例に関する規則（平成十五年会計

四項、第五十八条の四第 検査院規則第四号）第十五条

四項

第十五条、第十九条の四 付記 入力又は記録

第二十一条第二項 各区分ごとに項名、紙数及 各区分ごとの項名及び金額並びに

び金額を記載した仕切紙を 総金額を記載し、入力し、又は記

付して編集し、表紙には、 録した資料を添付して編集しなけ

総紙数及び総金額を記載し ればならない

なければならない

第三十条の二第二項 細分して仕切紙を付して 細分して
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第一号書式、第一号の二 証拠書類 何冊何枚 証拠書類 紙 何冊何枚 電磁

書式、第二号の二書式、 的記録 何枚

第二号の三書式、第三号

書式、第三号の五書式、

第六号書式、第六号の二

書式

第一号書式（債権管理の 記載 入力又は記録

表参考２を除く。）、第

一号の二書式、第二号の

二書式、第三号書式、第

三号の二書式参考２及び

３、第三号の三書式参考

２及び３、第三号の五書

式、第三号の六書式参考

２、第六号書式参考４、

第六号の二書式、第八号

書式参考３及び４、第九

号書式

第一号書式、第一号の二 付記 入力又は記録

書式、第二号の二書式、

第三号書式、第三号の五

書式、第六号書式、第六

号の二書式、第八号書式

参考６、第九号書式参考

８

第一号書式の債権管理の 計算書の表紙 計算書

表参考12、第六号書式参

考４

第一号の二書式の歳入徴 内書き 内数として入力又は記録

収の表参考 、第二号の７

二書式のᅜ⛯収⣡㔠ᩚ理

㈨㔠徴収の表参考㸳

第三号書式のᨭฟの表参 ูⴥとし、᭱⤊ⴥ࡟ ༊ศし、
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考３

第三号の五書式の支出の に合計を付し、最終葉に の合計並びに

表参考３

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成十五年度分以降の計算証明について適用する。

附 則〔平成一五年八月五日会計検査院規則第七号〕

１ この規則は、公布の日から施行し、平成十五年度分以降の計算証明について適用する。

２ 平成十四年度分までの計算証明については、なお従前の例による。

３ 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則（平成十五年

会計検査院規則第四号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則〔平成一七年四月一日会計検査院規則第三号〕

１ この規則は、公布の日から施行し、平成十七年度分以降の計算証明について適用する。

２ 平成十六年度分までの計算証明については、なお従前の例による。

附 則〔平成一九年三月三〇日会計検査院規則第二号〕

（施行期日等）

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則による改正後の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に

関する規則及び計算証明規則の規定は、平成十九年度分以降の計算証明について適用し、平成十八

年度分までの計算証明については、なお従前の例による。

３ 前項の規定にかかわらず、改正後の計算証明規則第八号書式は、平成十八年度分以降の計算証明

について適用する。

（経過措置）

第二条 この規則の施行前にした改正前の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算

証明の特例に関する規則第八条第二項の規定による承認は、改正後の同規則第八条第一項の規定に

よってしたものとみなす。

附 則〔平成二〇年二月二七日会計検査院規則第一号〕

この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年一月分以降の計算証明について適用する。

附 則〔平成二一年一月五日会計検査院規則第一号〕

１ この規則は、公布の日から施行し、平成二十一年一月五日以降に提出される計算証明書類につい

て適用する。

２ 平成二十年十二月三十一日以前の証明期間に係る計算証明書類に関してこの規則の施行前にした

改正前の電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則第三条

第二項の規定による承認は、改正後の同規則第三条第二項の規定によってしたものとみなす。

附 則〔平成二一年四月二八日会計検査院規則第五号〕

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則による改正後の計算証明規則の規定（第五号の二書式を除く。）及び電子情報処理組織

を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則（平成十五年会計検査院規則第四
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号）の規定は、平成二十年度分以降の計算証明について適用し、平成十九年度分までの計算証明に

ついては、なお従前の例による。

３ この規則による改正後の計算証明規則第五号の二書式は、平成二十一年度分以降の計算証明につ

いて適用し、平成二十年度分までの計算証明については、なお従前の例による。ただし、平成二十

一年度分の計算証明については、この規則による改正前の計算証明規則第五号の二書式によること

ができる。

４ 電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の一部を次の

ように改正する。

〔次のよう略〕

附 則〔平成二二年七月七日会計検査院規則第三号〕

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則による改正後の計算証明規則の規定（第九号書式参考を除く。）は、平成二十二年六月

分以降の計算証明について適用する。

３ この規則による改正後の計算証明規則第九号書式参考及び電子情報処理組織を使用して処理する

場合等における計算証明の特例に関する規則の規定は、平成二十一年度分以降の計算証明について

適用する。

附 則〔平成二三年一〇月二七日会計検査院規則第一〇号〕

この規則は、公布の日から施行する。
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様式（第十条関係）

電 磁 的 記 録 提 出 票

職（官） 氏 名 印

年 月 日 提出

会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２４条の規定に基づき会計検査院に提出し

なければならない計算証明書類を電磁的記録により以下のとおり提出いたします。

１ 証明年度、証明年月、所管（主管）名及び会計（勘定）名

２ 提出する電磁的記録の枚数

３ 電磁的記録に記録された事項

（整理番号）

(1) 計算証明書類の名称

(2) 収容ファイル名

(3) その他必要な事項

４ その他必要な事項

参 考

１ 用紙の寸法は、日本工業規格Ａ列４とすること。

、「 」 、２ ２枚以上の電磁的記録を提出するときは 電磁的記録に記録された事項 欄に

電磁的記録の整理番号ごとに記録された事項を記載すること。

３ 「収容ファイル名」欄には、当該電磁的記録に記録された収容ファイル名をす

べて記載すること。

４ 各欄のうち、該当する項目がないものについては、その欄の記載を省略するこ

とができる。
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